
環 

境 

通 

信

問
い
合
わ
せ
先
　 

環
境
衛
生
課
（
合
志
庁
舎
）

☎
（
２
４
８
）
１
２
０
２

　
こ
れ
ま
で
埋
め
立
て
ご
み
に
分
類
さ
れ

て
い
た
携
帯
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
・
ド
ラ
イ

ヤ
ー
な
ど
の
小
型
の
家
電
製
品
は
、
４
月

１
日
か
ら
資
源
物
Ｂ
「
小
型
金
属
・
小
型

廃
家
電
」
と
し
て
出
す
よ
う
分
別
方
法
が

変
わ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
水
銀
体
温
計
は
元
の
容
器
に
入

れ
る
か
、
割
れ
な
い
よ
う
に
新
聞
紙
な
ど

で
包
み
、
埋
め
立
て
ご
み
の
日
に
市
販
の

透
明
な
袋
に
入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
月
か
ら
４
月
は
引
越
し
の
シ
ー
ズ
ン

で
す
。
犬
を
飼
う
と
き
は
市
役
所
へ
の
登

録
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
犬

の
住
所
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
も
引
越
し

先
の
自
治
体
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
届
け
出
の
際
は
、
犬
鑑
札
と
注
射
済
証

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
河
川
や
海
、
用
水
路
へ
の
油
な
ど
の
流

出
事
故
が
増
え
て
い
ま
す
。
主
な
発
生
源

は
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
暖
房
用
の
燃
料

タ
ン
ク
や
施
設
・
業
務
用
機
械
、
家
庭
用

オ
イ
ル
タ
ン
ク
か
ら
の
流
出
な
ど
で
す
。

　
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
、
後
処
理
は
原

因
者
自
ら
の
責
任
で
行
な
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
油
な
ど
を
使
う
と
き
は
細
心

の
注
意
を
払
い
、
油
流
出
事
故
防
止
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

※

油
流
出
事
故
を
起
こ
し
た
り
発
見
し
た
場
合

は
、
速
や
か
に
環
境
衛
生
課
へ
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

　
３
月
か
ら
４
月
は
転
勤
や
進
学
な
ど
で

ご
み
が
多
く
出
さ
れ
る
時
期
で
す
。
本
や

雑
誌
・
衣
類
な
ど
の
資
源
に
な
る
も
の
は
、

燃
や
す
ご
み
と
し
て
出
さ
ず
、
資
源
物
の

日
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

　
資
源
物
の
日
は
、
市
の
ご
み
収
集
予
定

表
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

水銀体温計

油
の
流
出
事
故
が
増
え
て
い
ま
す

燃
や
す
ご
み
の
量
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

小
型
家
電
と
水
銀
体
温
計
の

　
　
　
　
　分
別
方
法
が
変
わ
り
ま
す

引
越
す
と
き
は
飼
い
犬
の

　
　
　
　
　住
所
も
変
更
し
ま
し
ょ
う

家庭から出る燃やすごみの量

平成25年度4月～12月は480ｇ

6ｇ増

平成23年度
（４月～12月）
474ｇ

平成26年度
（４月～12月）
480ｇ

（一人１日あたり）

※ごみ排出量は東部清掃工場に収集車で搬入されるご
みと直接搬入されるごみの量です。可燃性粗大ごみ
は含みません。

　
合
生
・
立
割
地
区
の
生
産
者
が
栽
培
す
る

「
Ｗ
Ｅ
米
Ⓡ

（
ウ
イ
マ
イ
）
」
を
使
用
し
た

商
品
が
、
本
市
と
包
括
協
定
を
締
結
し
て
い

る
熊
本
製
粉
株
式
会
社
か
ら
発
売
さ
れ
ま
し

た
。
Ｗ
Ｅ
米
Ⓡ

は
全
国
で
も
栽
培
量
が
少
な

く
、
食
物
繊
維
が
豊
富
で
血
糖
値
の
上
昇
を

抑
制
す
る
効
果
が
あ
る
お
米
で
す
。

　
家
庭
で
手
軽
に
パ
ン
が
で
き
る
ホ
ー
ム

ベ
ー
カ
リ
ー
用
の
「
Ｗ
Ｅ
米
Ⓡ

入
り
玄
米
粉

パ
ン
ミ
ッ
ク
ス
」
と
、
焼
き
菓
子
が
で
き
る

「
Ｗ
Ｅ
米
Ⓡ

入
り
S
O
Y
（
ソ
イ
）
バ
ー

ミ
ッ
ク
ス
」
の
２
種
類
が
あ
り
、
市
物
産
館

「
弁
天
」
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
販
売
し

て
い
ま
す
。
興
味
の
あ
る
人
は
一
度
試
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

ＷＥ米Ⓡ入りの玄米粉パンミックスとSOYバーミックス
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コ
メ
で
血
糖
値
上
昇
を
抑
制

W
E
米
Ⓡ

の
米
粉
製
品
が
登
場

こんなとき

●こんなときは届け出を

市役所または年金事務所

国民年金加入者→市役所
厚生年金等加入者→勤務先

市役所

年金事務所

国民年金加入者→年金事務所
厚生年金等加入者→勤務先

どこで
国民年金に加入する（第１号被保険者
となる）

国民年金に加入する（第３号被保険者か
ら第１号被保険者へ種別が変わる）

国民年金に加入する（第２号被保険者から
第１号被保険者になる。ただし第３号被保
険者に該当する場合を除く）

変更手続きをする

免除申請をする

再発行の手続きをする

どうする
20歳になったとき
（厚生年金や共済組合加入者を除く）

第２号被保険者が60歳前に会社を退職
したとき

配偶者に扶養されていたが、配偶者が
厚生年金、共済組合を辞めたとき
第３号被保険者の収入が増えたり、離婚し
て被扶養配偶者ではなくなったとき

住所や氏名が変わったとき

保険料の免除申請をしたいとき

納付書をなくしたとき

年金手帳をなくしたとき

こんなとき

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
全

て
の
人
は
年
金
制
度
へ
加
入
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
会
社
に
勤
め
て
い
る
と
き
は
厚
生
年
金

保
険
な
ど
に
加
入
し
ま
す
が
（
第
２
号
被

保
険
者
）
、
退
職
す
る
と
60
歳
ま
で
は
国

民
年
金
に
加
入
し
ま
す
（
第
１
号
被
保
険

者
）
。
届
け
出
は
加
入
す
る
と
き
だ
け
で

な
く
、
被
保
険
者
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き

に
も
必
要
で
す
。
　

　
届
け
出
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
年
金
額

が
少
な
く
な
っ
た
り
、
受
け
取
れ
な
く

な
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

必
ず
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
第
１
号
被
保
険
者

自
営
業
者
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
の
人
な
ど

●
第
２
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

る
会
社
員
、
公
務
員

●
第
３
号
被
保
険
者

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者

母
子
家
庭
等

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
専
門
的
な

資
格
取
得
の
た
め
修
業
が
必
要
な
場
合
、

生
活
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
給
付
金
で
す
。

●
対
象
　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
中
、
ま
た
は
同
様

　
の
所
得
水
準
で
あ
る
人

・
養
成
機
関
で
２
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

　
ム
を
受
講
し
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見

　
込
ま
れ
る
人

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が
困

　
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

●
対
象
資
格
　

　
看
護
師
、
保
育
士
な
ど
33
資
格

●
支
給
額
　

訓
練
促
進
給
付
金

①
市
民
税
非
課
税
世
帯

 

月
額
１
０
０
、
０
０
０
円

②
①
以
外
の
人 

月
額
　
７
０
、
５
０
０
円

※

修
業
期
間
中
（
上
限
２
年
）、
申
請
日
の

属
す
る
月
か
ら
月
単
位
で
支
給

入
学
支
援
修
了
一
時
金

①
市
民
税
非
課
税
世
帯 

５
０
、
０
０
０
円

②
①
以
外
の
人
　
　
　 

２
５
、
０
０
０
円

※

修
了
日
を
経
過
し
た
日
以
後
に
支
給

母
子
家
庭
等

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
就
業
に
結

び
つ
く
可
能
性
が
高
い
講
座
を
受
講
す
る

際
に
支
給
す
る
給
付
金
で
す
。

●
対
象
　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
中
、
ま
た
は
同
様

　
の
所
得
水
準
で
あ
る
人

・
指
定
対
象
講
座
の
受
講
開
始
日
に
、
雇

　
用
保
険
法
に
よ
る
教
育
訓
練
給
付
の
受

　
給
資
格
を
有
し
て
い
な
い
人

・
当
該
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
適
職

　
に
就
く
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人

●
指
定
対
象
講
座

　
雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
の
指

定
教
育
訓
練
講
座

●
支
給
額

　
支
払
っ
た
入
学
金
、
受
講
料
の
合
計
額

の
20
％
に
相
当
す
る
額
を
支
給
。
た
だ
し
、

上
限
を
10
万
円
と
し
、
４
千
円
を
超
え
な

い
場
合
は
支
給
し
ま
せ
ん
。

※

受
講
開
始
前
に
申
請
し
、
講
座
の
指
定

　
を
受
け
な
け
れ
ば
支
給
を
受
け
る
こ
と

　
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先
　
熊
本
西
年
金
事
務
所
　 

☎
（
３
５
３
）
０
１
４
２

　
　
　
　
　
　
　
健
康
づ
く
り
推
進
課
　
国
保
年
金
班
（
西
合
志
庁
舎
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（
２
４
２
）
１
１
８
３

会
社
を
退
職
す
る
と
加
入
す
る
年
金
制
度
が
変
わ
り
ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
　
子
育
て
支
援
課
（
西
合
志
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（
2
4
2
）
1
1
5
9

ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
の
就
労
支
援

年
金
の
届
け
出
は
忘
れ
ず
に
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